
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊受講証の発行はございません。セミナー当日に会場受付へお越しください。 

   代表メール info@saitamakeikyo.or.jp   FAX 048-641-0924    TEL 048-647-4100    担当  星﨑  

参加者氏名 部門 ・ 役職 連絡先（メールアドレス ・ 電話） 

   

   

▶ お申し込みは、埼玉経協 HP または右の QR より 

下記申込書（メール、FAX）でも受付いたします 

▶ 筆記具と電卓をお持ちください 

令和６年度 
 

 

 

                   

                   

 

▶ 講師プロフィール 

アクタス税理士法人 ディレクター 藤田益浩氏 

中小企業を中心とした税務・会計のコンサルティングだけでなく、税務や会計

に関するセミナー講師も多数行っている（第１部～２部を解説） 

アクタス社会保険労務士法人 スペシャリスト 串 間 美 由 紀 氏 

国内および外資系企業の給与計算・社会保険に係る実務対応、人事労

務管理に従事。多数の顧問先に対して実務代行やアドバイスを行っている。 

（第３部～５部を解説） 

» 11 月 7 日（木）10：00～16：30 開催 「年末調整実務セミナー」 申込書 « 
 

貴社名                                 ご担当者名                            

請求書の希望  〔 要 ・ 不要 〕 ＊どちらかに〇印        連絡先                               

要 の場合の送付先 〔 メール ・ 〒 〕                                                  

 

令和６年 

11.７(木) 
10：00～16：30 

 

▶ 会 場 

ソニックシティ４階 「404」 
＊JR「大宮駅」西口徒歩５分 

 

▶ 参加費  ＊お弁当つき 

会 員 13,200 円（税込） 

一 般 26,400 円（税込） 

  

プログラムは裏面をご覧ください 

 

» 定額減税 「年調減税事務」 を含めてマスターする « 

令和６年の年末調整では、複雑な定額減税「年調減税事務」 
に加えて、申告書や住宅ローン資料の簡略化など、留意すべき 
点が多々あります。 そこで本セミナーでは、演習資料をもちいて 
実際に一通りの計算をおこなうことで、例年とは異なる年末調整

の全体像と具体的な計算方法を学んでいただきます。        
この機会にぜひご活用ください。      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

プログラム 

 

第１部 年末調整とは 

年末調整とは何か 

年末調整のために必要な書類 

年末調整の流れ 

年末調整のスケジュール 

 

第２部 令和６年の改正 

令和６年改正の概要 

定額減税の概要 

前年以前の主要な改正の復習 

 

第３部 年調減税事務を含めた「年末調整をやってみよう」 

年末調整の流れ 

必要書類の見方 

給与所得の計算 

所得控除の計算 

年調所得税額の計算 

【定額減税】年調減税額の控除 

年調年税額の算出と過不足税額の計算 

 

第４部 年末調整後の事務 

源泉徴収票と給与支払報告書 

源泉徴収票の記載のしかた 

法定調書合計表とは 

法定調書合計表の記載のしかた 

 

第５部 年末調整 Q&A 

よくある質問事項と間違いやすい事例総チェック 

 

 

» 参加費お振り込みのご案内 « 

 請求書をご不要の場合は、下記の口座へ 10/31 までに参 加費×人数 分のお振込みをお願いいたします 

埼玉りそな銀行 大宮西支店 普通 0372212  

武 蔵 野 銀 行 本店営業部 普通 0044419  

口座名 ： 一般社団法人埼玉県経営者協会  〔登録番号 T3030005000584〕  

筆記具と電卓をお忘れなくお持ちください 

第１～２部のポイント 

年末調整のしくみとおおまかな流れ、 

本年の改正点と所得税の定額減税（概要） 

を解説 

第３部のポイント 

年調減税額処理を含みひとつひとつの手順を

解説、一緒に手を動かしていただくメインパート 

演習資料の空欄を埋めてゆくかたちで一通りの

計算をおこなっていただきます 

第４部のポイント 

定額減税「年調減税事務」をおこなったあと、

源泉徴収票になにを記載すべきかを含め解説 

第５部のポイント 

実務でよくある質問やちょっと困った事例などを

Q&A 形式で 


